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　 9月3日（日）、ワークサポート杉並会議室において、就労している愛の手帳をお持ち
の方32名が参加し、交流会を行いました。
　参加者の自己紹介、ウォーミングアップの「座ってできるストレッチ」を行った後は、
お待ちかねのゲームタイムです。最初は、全員が輪になり、食品ラップの芯を手渡しして
一回りするタイムを計る「ラップでGO!」を行いました。皆が協力して挑戦した結果、三
回目で目標タイムを達成し、大いに盛り上りました。
　次にA・B・Cの3チームに分かれ、スプーンでビー
玉を運びその総重量を競う「ビー玉リレー」を行いま
した。移動中にビー玉を落としてしまうチームが続出
しましたが、熱戦の結果、見事Bチームが勝利しまし
た。最後は、ジュースやお菓子をいただきながら交流
会の感想等、皆でおしゃべりをして楽しく過ごしまし
た。また、お仕事もがんばって下さい！！
　次回の交流会は平成30年3月の開催を予定しています。　＜写真はストレッチの様子＞

雇用支援ネットワーク会議主催「企業見学会」を
行いました

　８月２２日(火)、特例子会社コニカミノルタウイズユー㈱の企業見学会を行いました。
JR中央線豊田駅からコニカミノルタ専用の送迎バスを用意していただき、施設職員など
１５名の参加者を乗せて、１０分ほどで八王子市にあるコニカミノルタ東京サイト八王子
に着きました。
　西村社長から、「協働共生」の理念、仕事を通じての自立といった基本的な考えをわか
りやすく説明していただき、総務部の永末さまの案内のもと、広い構内の中、印刷業務や
カフェ業務、自動販売機やコピー機への補充業務、園芸及び加工品制作業務などを見学し
ました。総勢１０６名、そのうち障害のある方は
６３名となっています。知的障害のある社員が、
生き生きとした表情で担当している業務について
プレゼンしてくれました。
　マナーブックやマニュアル、指導員の資格取得も
充実していて、障害に配慮した体制となっています。
会社設立４年目で、若々しい特別支援学校の卒業生
が多く、将来の成長がとても楽しみな会社です。



新しい職員が加わりました

一般事務・事務補助　　　１0名

清掃業務　　　　　　　　　２名

調理補助・洗浄業務　　　　２名　　　　　　　　

軽作業　　　　　　　　　　１名

バックヤード　　　　　　　１名

　1０月から東京都最低賃金が上がります

　

ワークサポートセミナーのご案内

　毎年開催しておりますワークサポートセミナーを下記の通り開催いたします。
今回は株式会社ベネッセスタイルケアのご協力を戴き、第１部では障害者採用ご担当者より
企業理念と障害者雇用について講演を戴き、第２部では現在就労している方に話しを伺い、
働き続けるための心構えや配慮等について理解を深めたいと思います。

１　 日時　  　平成２９年１１月８日（水）１０時～１２時
２　 場所　  　杉並区役所中棟６階第４会議室
３　 内容　  　第１部「株式会社ベネッセスタイルケアの企業理念と障害者雇用について」
　　　　　   　第２部「座談会：株式会社ベネッセスタイルケアでの就労について
                            　～当事者に話を伺う」
4  申込み  　  ワークサポート杉並へ電話（5346-3250）、FAX（5346-3253）等で
5　　　　　   お申込みください。
5  定員･対象　　　定員は先着１００名です。対象は、一般区民、区内企業、企業就労を
　　　　　　　　　  考えている障害のある方、障害のある方のご家族、障害者施設などの
                             関係機関の職員、就労支援に関心のある方になります。

 東京労働局は平成２９年１０月１日より、東京都最低賃金を２６円
引き上げ、時間額９５８円に改正しました。
　最低賃金の引き上げで影響を受ける中小企業を支援する事業として、
さまざまな経営・労務管理に関する課題に対して無料相談に応じる「東京都最低賃金総合相談支
援センター」を設けています。

（参考）最低賃金について
　東京都最低賃金は、東京都内の事業所で働くすべての労働者とその使用者に適用されるもので
、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用され、
同最低賃金額以上の賃金を支払わない使用者は最低賃金法第４条違反として罰則の対象となりま
す。
　派遣中の労働者については、派遣先の事業者に適用される最低賃金が適用されます。
　精勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、賞与、時間外労働の手当などは最低
賃金に参入されません。
　また、最低賃金額は各都道府県により異なります。（年１回の見直しあり）
                                                                             【参考：厚生労働省　東京労働局HP】

ワンポイント豆知

識

支援員　森嶋　陽子（７／１日付）
支援員　甲田　拓也（８／１６日付）

お世話になりました

支援員　大石　礼子
支援員　佐川　友美

写真については、ご本人の了解を得て掲載しています。

就職しました（６・７・８月）


